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審議会等
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市民参加の手法

意見交換会

令和５年度

意見を反映した
（案を修正した）

案を修正しなかった

その他

意見交換会
・直接影響のある利用者の
意見を伺うため。

意見を反映した
（案を修正した）

案を修正しなかった

その他

その他(アン
ケート調査）

・直接影響のある利用者の
意見を伺うため。
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〇
意見を反映した
（案を修正した）

案を修正しなかった

その他

審議会等
・広く市民等の代表とし
て、諮問・答申により意見
を伺うため。

〈ＨＰ〉R6/10/1～

〈広報〉R6/10/1号
　　　　R6/11/21号

ー ー
R6/10/18 文化会館
R6/11/29 文化会館

委員数 12名

<審議会委員の構成>
公募の市民等4名、学
識者1名、学校教育関
係者3名、社会教育団
体の代表者等4名

〈ＨＰ〉

市民参加実施結果シート
結果 （途中経過）

令和６年10月１日時点
担当課： スポーツ振興課

（１）市民参加の手続　実施結果について

市民参加の実施方法 ①その手法を選択した理由等 ②開催告知日 ③募集期間 ④受付方法 ⑤開催日・場所等 ⑥対象者・人数等 ⑦委員構成 ⑧結果の公表 ⑨関連するＨＰの広報ＩＤ ⑩市民参加手続実施後の検証 ⑪意見の反映 ⑫工夫したこと・その他

市民参加の
実施結果を
踏まえた担
当課の意見

事業
タイトル

流山スポーツフィールド（A面）人工芝化に伴う利用料金設定
市が考える
市民等への影響

〈メリット〉
・人工芝のスポーツフィールドを利用することができる。
〈デメリット〉
・スポーツフィールドの利用が無償から有償になる。正式名称 流山スポーツフィールド及び東部スポーツフィールドの設置及び管理に関する条例の制定

概　要 ・流山スポーツフィールド（A面）の人工芝化に伴う、スポーツフィールドの使用料金の設定について、条例に明記するもの。
上位計画
の有無 無（流山市独自）


